
桶川市告示第１１２号 

 ダイレクト型制限付き一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令（昭和２２年

政令第１６号）第１６７条の６の規定に基づき次のとおり公告する。 

  平成２７年６月１日 

 

                      桶川市長  小 野 克 典 

 

 

１ 入札に付する事項 

  ⑴工 事 名  保健センター・総合福祉センター太陽光発電設備等設置工事  

  ⑵工 事 場 所  桶川市鴨川一丁目４番１号、桶川市末広二丁目８番２９号 

  ⑶工 事 概 要  （保健センター） 

            ・太陽光発電設備  10kW 

            ・リチウム蓄電池  15kWh 

            （総合福祉センター） 

            ・リチウム蓄電池  15kWh 

  ⑷工 期  契約の日から平成２７年１２月１４日まで 

  ⑸支 払 条 件  前金払あり（桶川市建設工事前金払要綱による） 

  ⑹予 定 価 格  事後公表 

  ⑺最 低 制 限 価 格  あり 

  ⑻現 場 説 明 会  開催しない 

２ 入札に参加できる者の形態  単体企業とする 

３ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

 ダイレクト型制限付き一般競争入札に参加できる者の資格要件は次のとおりとす

る。 

  ⑴公告日の前日において、電気工事を希望業種として平成２７・２８年度の桶川市

建設工事等競争入札参加資格者名簿に登録された者であり、「Ｂ級」又は「Ｃ級」

に格付けされた者。 

  ⑵建設業法に基づく許可を受けた本店又は主たる営業所を北本県土整備事務所管

内に置き、当該営業所に桶川市と契約締結権限を有する者を置く者。 

  ⑶ 契 約 の 締 結 日 に 関 わ ら ず 平 成 １ ７ 年４月１日以降公告日までの間に 、 国

（公共 工 事の入 札 及び契 約 の適正 化 の促進 に 関する 法 律施行 令 （平 成

１３年政令第３４号）第 1 条に規定する法人を含む。）又は地方公共団

体との 請 負契約 に より、 電 気工事 を 元請と し て完成 さ せた実 績 を有 す

る者。  

  ⑷地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者。 



  ⑸公告の日から落札決定までの期間に、本市の入札参加停止の措置を受けていない  

   者。 

  ⑹公告の日から落札決定までの期間に、桶川市建設工事等暴力団排除措置要綱に基

づく入札参加除外等の措置を受けていない者。 

  ⑺会社更生法（平成１４年法律第１５４号）による更生手続開始の申立てがなされ

ている者、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）による再生手続開始の申立

てがなされている者等経営状態が著しく不健全でない者。ただし、更正手続開始

決定又は再生手続開始決定を受けている者は、この限りでない。 

  ⑻公告の日から落札決定までの期間に、主要取引先から経営状態を理由とする取引

停止の事実がない者。 

  ⑼電気工事業について、開札日から１年７か月前の日以降の日を審査基準日とする

建設業法(昭和２４年法律第１００号)第２７条の２３第１項の規定による経営事

項審査を受けている者。 

  ⑽建設業法に規 定された 資格を有 する者を 本工事の技術者と して配置で

きる者。  

４ 入札書等の提出方法等 

  入札書等の提出は、次のとおりとする。 

  ⑴提出方法 

            書留又書留又書留又書留又はははは簡易書留簡易書留簡易書留簡易書留によるによるによるによる桶川郵便局留桶川郵便局留桶川郵便局留桶川郵便局留とするとするとするとする。。。。 

  ⑵提出期間（桶川郵便局に到達する期間） 

平成２７年６月２３日（火曜日）から平成２７年６月２９日（月曜日）までに、

桶川郵便局に到達するよう郵送すること（郵送された封筒に、到着期限日の郵便

局の受領時間帯表示があるものは有効として取り扱う）。 

   なお、設計図書の貸出しを受けない者は、当該入札に参加できない。 

  ⑶提出先 

〒〒〒〒３６３３６３３６３３６３－－－－８７９９８７９９８７９９８７９９    桶川郵便局留桶川郵便局留桶川郵便局留桶川郵便局留    桶川市役所桶川市役所桶川市役所桶川市役所    総務部契約管財課宛総務部契約管財課宛総務部契約管財課宛総務部契約管財課宛てててて 

５ 開札の日時及び場所 

  ⑴開札日時 平成２７年７月１日（水曜日） 午前１０時００分 

  ⑵開札場所 桶川市役所桶川市役所桶川市役所桶川市役所    仮設庁舎仮設庁舎仮設庁舎仮設庁舎 会議室会議室会議室会議室３０２３０２３０２３０２ 

                                （（（（桶川市大字上日出谷桶川市大字上日出谷桶川市大字上日出谷桶川市大字上日出谷９３６９３６９３６９３６番地番地番地番地の１の１の１の１）））） 

  ⑶開札は公開とする。 

  ⑷入札参加者又はその代理人は、開札に立ち会うことができる。入札参加者又はそ

の代理人が開札に立ち会わない場合には、入札事務に関係のない職員を立ち会わ

せて開札を行う。 

６ 入札に関する注意事項 

  ⑴入札書等は、次のとおり中封筒と外封筒の二重封筒とし、郵送すること。 



   ア 中封筒 中封筒表面に「入札書在中」、工事名及び入札参加者の商号又は名

称を記載し、入札書を入れて封印すること。 

   イ 外封筒 外封筒表面に｢桶川郵便局留｣、「ダイレクト型制限付き一般競争入

札」及び「入札書在中」と朱書きし、裏面に工事名、工事場所、入札

参加者の商号又は名称、差出人住所、担当者氏名及び電話・ＦＡＸ番

号を記載し、アの中封筒及び工事費等内訳書を必ず同封すること。 

  ⑵落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額の１００分の８に相当する

額を加算した金額（当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消

費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積った契約希望

金額の１０８分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

  ⑶入札執行回数は、１回とする。 

  ⑷入札参加者の数が２に満たない場合は、入札を中止する。 

  ⑸入札参加者は、提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。 

７ 工事費等内訳書に関する事項 

  入札に当たっては、貸し出しした入札金額見積内訳書に、入札書に記載された金額

の工事費等内訳を記載し、同封すること。 

  なお、入札に当たっては、総括表及び内訳書の提出は求めないが、入札後、必要に

応じて提出を求めることがあるため、予め作成しておくこと。 

８ 入札保証金に関する事項 

  入札保証金は、桶川市契約規則第７条第１項第３号の規定により免除する。 

９ 設計図書等の貸し出し等に関する事項 

  設計図面、仕様書その他必要な書類（以下「設計図書等」という。）の貸し出しは、

電子ファイルにより行う。 

  設計図書等の貸し出しは、貸し出しを受けたい者がＦＡＸ（０４８－７８６－９８

６６）にて申請し、返信用封筒及び申請書の原本を同封し郵送にて行う。 

  返信用封筒送付先 〒３６３－８５０１ 

           埼玉県桶川市大字上日出谷９３６番地の１ 

           総務部契約管財課契約・管財グループ 

  なお、入札に参加しない者は、貸し出しを受けることができない。 

  ア 申請期間 公告の日から平成２７年６月４日（木曜日）まで 

  イ 貸出期間 公告の日から平成２７年６月２６日（金曜日）まで 

  ウ 返 却 先 〒３６３－８５０１ 

         埼玉県桶川市大字上日出谷９３６番地の１ 

         総務部契約管財課契約・管財グループ 

         返却については、貸出期間内に郵送で行うこと。 



１０ 設計図書等に関する質問等 

  ⑴入札参加者は、設計図書等に関し質問又は疑問がある場合は、ＦＡＸにより質問

するものとする。 

   ア 提出期間 平成２７年６月１０日（水曜日）から 

          平成２７年６月１１日（木曜日）正午まで 

   イ 提出方法 ＦＡＸにより提出することとし、持参は受け付けない。 

   ウ 提 出 先 総務部契約管財課契約・管財グループ 

          ＦＡＸ番号  ０４８－７８６－９８６６ 

     前号の規定による質問に対する回答は、平成２７年６月１７日（水曜日）か

ら桶川市ホームページに掲載する。 

１１ 入札書等の不受理に関する事項 

  次の各号のいずれかに該当する入札書等は受理しないものとする。 

  ⑴書留又は簡易書留以外の方法で郵送された入札書等 

  ⑵提出期間内に到着しなかった入札書等 

  ⑶外封筒に第６項第１号イに規定する事項が記入されていない入札書等 

  ⑷外封筒の記載事項から得られる情報により、第３項に規定する入札に参加する者

に必要な資格がないことが明らかな者が提出した入札書等 

  ⑸外封筒の表記について、誤字、脱字等により意思表示が明確でない入札書等 

１２ 入札書等の無効に関する事項 

  次の各号のいずれかに該当する入札書等は無効とする。 

  ⑴中封筒がない入札書等 

  ⑵中封筒が封かんされていない入札書等 

  ⑶中封筒に第６項第１号アに規定する事項が記入されていない入札書等 

  ⑷同一人が入札した２通以上の入札書等 

  ⑸発注機関名、入札参加者の商号若しくは名称又は押印のいずれかがない入札書 

  ⑹発注機関名の記載が誤っている入札書 

  ⑺金額の記入がない入札書 

  ⑻金額を訂正した入札書 

  ⑼記載事項を訂正した場合において、その箇所に押印のない入札書 

  ⑽工事名又は工事場所のいずれかが入札公告と一致しない入札書 

  ⑾工事名又は工事場所のいずれかが記載されていない入札書 

  ⑿誤字、脱字等により意思表示が明確でない入札書 

  ⒀工事費等内訳書又は入札公告において示した書類を提出しない者が入札した入

札書 

  ⒁工事費等内訳書の積算価格と入札書の入札金額が一致しない入札書 

（工事費等内訳書の積算価格と入札書の入札金額の差額が１万円未満の場合を除



く。） 

  ⒂未記入など不備がある工事費等内訳書を提出した者が入札した入札書 

  ⒃明らかに連合によると認められる入札書 

  ⒄事後審査に必要な書類を、期限までに提出しない者が提出した入札書等 

  ⒅前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反した入札書 

１３ 落札候補者の決定に関する事項 

  落札候補者は、開札において、予定価格の範囲内で一番低い価格で入札をした者と

する。ただし、本工事は、桶川市建設工事変動型最低制限価格制度取扱要綱により最

低制限価格を算定するので、予定価格の範囲内の価格をもって入札した者のうち当該

最低制限価格以上の最低価格入札者を落札候補者とする。 

  開札の結果、落札候補者となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、落

札候補者の決定を保留にした上で、当該同価の入札をした者に、くじを引かせ、落札

候補者及び順位を決定するものとする。 

  なお、当該同価の入札をした者が開札に出席していないときには、当該入札事務に

関係のない職員に、くじを引かせるものとする。 

１４ 入札参加資格の審査等 

  落札候補者は、次のとおり書類を提出しなければならない。 

  なお、入札参加資格審査の結果、落札者が決定したときは、他の入札参加者の入札

参加資格の審査は行わない。 

  ⑴提出書類 

   ア ダイレクト型制限付き一般競争入札参加資格審査申請書 

   イ 電気工事施工実績調書及び添付書類 

     （契約書の写し及び工事の完成検査に合格したことを証明する書類の 

      写し） 

   ウ 配置予定技術者届及び添付書類 

     （監理技術者又は主任技術者の資格を証する書類等の写し及び経歴書） 

  ⑵提出方法等 

   ア 提出期限 平成２７年７月３日（金曜日） 

   イ 提出場所 総務部契約管財課へ持参すること。 

  ⑶入札参加不適格通知等 

   ア 落札候補者が入札参加資格を有すると認められなかった場合は、入札執行者

は、入札参加不適格通知書を送付する。 

   イ アの入札参加不適格通知書を受け取った者は、当該通知書を受け取った日か

ら起算して３日以内（閉庁日を除く。）に、その理由について総務部契約管

財課に書面を提出することにより問い合わせすることができる。 

   ウ 落札候補者が提出期限までに入札参加資格審査のための書類を提出しない



とき、又は落札候補者が入札参加資格審査のために入札執行者が行う指示に

応じないときは、当該落札候補者のした入札は効力を失う。 

１５ 落札者の決定 

  入札執行者は、入札後前項第１号の書類が提出されたときは、速やかに落札候補者

について入札参加資格の審査を行い、入札参加資格を満たしているときは、その者を

落札者として決定し、当該書類が提出された日から起算して３日以内(閉庁日を除く)

にその者に通知する。ただし、入札参加資格に疑義が生じた場合はこの限りでない。 

  また、落札候補者が審査の結果不適格と認められた場合は、新たに次の順位の者を

落札候補者として審査を行うこととし、落札者の決定まで同様に繰り返すものとする。 

１６ 入札結果の公表 

  入札結果は、落札者決定後に、桶川市ホームページに掲載するとともに、総務部契

約管財課で公表する。 

１７ 契約保証金 

  落札者は、桶川市契約規則第１６条の規定に基づき、契約金額の１００分の１０以

上の金額（当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額）を

契約保証金として納付すること。ただし、同第１７条に該当するときは、免除するこ

とができる。 

１８ 契約の締結に関する事項 

  契約は、落札者の決定後１週間以内に締結するものとする。また、予定価格１億５，

０００万円以上の工事又は製造の請負の場合は、桶川市議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例（昭和３９年桶川市条例第５号）の定めるところ

により、入札後落札者と仮契約を締結し、桶川市議会において可決された後に本契約

を締結する。 

１９ この告示に関する問い合わせ 

  総務部契約管財課契約・管財グループ 

  電話番号 ０４８－７８６－３２１１（代） 

 


